
共済契約約款一部改正の新旧対照表

（平成２３年６月）

改 正 現 行

(掛金の額)

第 15 条

(変更がないため省略)

(被共済職員の掛金)

第 20 条

(変更がないため省略)

(掛金の額)

第15条 掛金の月額は、共済契約者が使用している各被共済職

員の当該月の次条に規定する掛金基準給与額に1,000分の

55(以下「掛金率」という)を乗じて得た額を合計した額とす

る。ただし、被共済職員が職務に従事しなかったため本俸を

支給しなかった月又は65歳に達した日の属する月の翌月以

降の月は、その者にかかる掛金は算入しない。

２ 前項に規定する掛金率は、退職手当共済制度の財政の健全

化と掛金の適正化を図るため少なくとも３年ごとに収支の

状況の再計算を行ない、財政状態に応じて変更することがで

きる。

３ 第１項ただし書きによる被共済職員の掛金を算入しない

理由が業務にかかる災害若しくは休職・育児休暇等やむを得

ない事由により、職務に従事しないものである場合は、共済

契約者は遅滞なく共済財団に対し、休職・育児休暇等届（様

式９）に事実を証する書類を添えて提出しなければならな

い。

４ 前項の規定による休職・育児休暇等届を提出している被共

済職員が復職し職務に従事した場合は、共済契約者は、遅滞

なく共済財団に対し、休職・育児休暇等復職届（様式10）を

提出しなければならない。

(昭和52．4.1一部改正)(昭和57.4.1一部改正)(平成7.4.1一

部改正)

(平成17.4.1一部改正)(平成20.4.1一部改正)（平成21.4.1

一部改正)

(被共済職員の掛金)

第20条 被共済職員は、第15条に定める掛金のうち、自己にか

かる掛金基準給与額に1,000分の26(以下「被共済職員掛金

率」という)を乗じて得た額(以下「被共済職員掛金」という)

を、被共済職員となった日の属する月から被共済職員でなく

なった日の属する月まで負担しなければならない。ただし、

第15条第３項の規定により、休職・育児休暇等届を提出した

年月又は65歳に達した日の属する月の翌月以降の月はこの

限りではない。

２ 前項に規定する被共済職員掛金率は、第15条第２項の規定

により掛金率が変更されたときは、それに準じて変更するこ

とができる。

３ 第１項の規定により計算して得た額に１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り捨てる。



(被共済職員期間の計算)

第25条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものと

し、その者が被共済職員となった日の属する月から、被共済

職員でなくなった日の属する月までこれを算入する。ただし

第20条第１項ただし書きの規定によりその者が被共済職員掛

金を納付することを要しない月があるときは、

その月は被共済職員期

間に算入しない。

２(以下、変更がないため省略)

（平成 23.6.1 一部改正)

４ 共済財団は、第10条第３項の規定により被共済職員脱退届

が提出されたときは、被共済職員が脱退したときまでに納付

した被共済職員掛金を被共済職員脱退承認通知書（様式11）

により共済契約者を通して脱退者に返還する。

(昭和52.4.1一部改正)(昭和57.4.1一部改正)

(平成 1.4.1一部改正)(平成 7.4.1一改正)(平成17.4.1一部

改)

(平成20.4.1一部改正) (平成21.4.1一部改正)

(被共済職員期間の計算)

第25条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものと

し、その者が被共済職員となった日の属する月から、被共済

職員でなくなった日の属する月までこれを算入する。ただし

第20条第１項ただし書きの規定によりその者が被共済職員

掛金を納付することを要しない月があるときは、第15条第３

項による届け出があった場合を除きその月は被共済職員期

間に算入しない。

２ 社会福祉施設の経営者に変更を生じた場合において、変更

前の経営者がその変更時まで共済契約者であり、かつ、変更

後の経営者がその変更時から変更前の共済契約を引き続き

継続することを承諾したときは、経営者の変更前の被共済職

員は、引き続き変更後の経営者にかかる被共済職員であった

ものとみなす。

３ 被共済職員であった者が退職した場合においてその者が

退職手当金の支給をうけずに退職の日の前日から起算して

１月以内に、再び継続の被共済職員となることが共済契約者

間で合意され、共済契約者間継続職員異動届(様式 12)が共

済財団に提出されたときは、その間引き続き被共済職員であ

ったものとみなす。

４ 前項の共済契約者間継続職員異動届を受理したときは、関

係する共済契約者に対し、被共済職員継続異動承諾書（様式

13）を遅滞なく送付するものとする。

５ 引き続き１年以上被共済職員であった者が、第11条第１項

第２号、同条第２項各号又は第12条第１項の規定によって共

済契約が解除されたことによって被共済職員でなくなった

場合において、その者が被共済職員でなくなった日から起算

して５年以内にさらに被共済職員となり引き続き１年以上

被共済職員であったときは、前後の各期間につき前３項の規

定によって計算した被共済職員期間を合算する。

６ 被共済職員期間(前項の規定により２以上の被共済職員期

間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間)に1年未

満の端数がある場合には、６ヶ月以上は切り上げ、６ヶ月未

満は切り捨てる。

(昭和49.4.1一部改正)(昭和57.４．１部一改正)

(平成1.4.1一部改正) （平成21.4.1一部改正)




